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議案第１号

令和３年度五所川原市学校教育指導の方針と重点について

令和３年度五所川原市学校教育指導の方針と重点について次のとおり定めるものとする。

令和３年１月２１日提出

五所川原市教育委員会教育長 長 尾 孝 紀

提案理由

令和３年度における五所川原市の学校教育の充実を図るため、五所川原市学校教育指

導の方針と重点を定める。
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議案第２号

五所川原市教育委員会スポーツ顕彰受賞者の決定について

五所川原市教育委員会スポーツ顕彰受賞者を次のとおり決定する。

令和３年１月２１日提出

五所川原市教育委員会教育長 長 尾 孝 紀

提案理由

五所川原市教育委員会スポーツ顕彰要綱第５条の規定により、五所川原市教育委員会ス

ポーツ顕彰受賞者を決定するため提案するものである。
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議案第３号

五所川原市教育委員会文化顕彰受賞者の決定について

五所川原市教育委員会文化顕彰受賞者を次のとおり決定するものとする。

令和３年１月２１日提出

五所川原市教育委員会教育長 長 尾 孝 紀

提案理由

五所川原市教育委員会文化顕彰要綱第６条の規定により、五所川原市教育委員会文化

顕彰受賞者を決定するため提案するものである。


